
○湖西市公共下水道取付管等設置要綱 

平成31年4月1日 

告示第128号 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、湖西市公共下水道に係る取付管の設置に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 排水設備 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号。以下「法」という。）第 10 条

第 1項に規定する排水設備をいう。 

(2) 取付管 排水設備から下水道管に接続する排水管をいう。 

(3) 受益地 公共下水道への接続が可能である土地をいう。 

(4) 受益者 下水道管への接続が可能である区域に存する土地の所有者並びに家

屋の所有者及び借家人をいう。 

（取付管の設置基準） 

第 3 条 取付管は、一の受益地（一体化した複数の地番の土地を同一の者が所有し、

使用し、又は占有する場合にあっては、当該複数の地番の土地を一の受益地とみな

す。以下同じ。）に対し 1箇所設置するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、一の受益地に取付管を 2箇

所以上設置することができる。 

(1) 排水管の勾配により 1箇所の取付管で汚水を排除することができないとき。 

(2) 一の受益地に所有者の異なる居住家屋が 2戸以上あるとき。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、土地、家屋等の利用状況により必要と認めると

き。 

3 特定事業場（法第 12 条の 2 第 1 項に規定する特定事業場をいう。）の汚水を下水

道管に流入させる場合においては、市長と協議し、指定された第一枡
ます

 (取付管と排

水設備を接続する枡をいう。以下この項において同じ。)を設置しなければならない。

ただし、公共下水道のマンホールから直接取付管を設置する場合においては、第一

枡の設置を要しない。 

（取付管の構造） 

第 4条 設置する取付管の構造は、湖西市取付管標準構造図（別図）によるものとし、

次に掲げる条件の全てを満たすものとする。 



(1) 取付管の勾配は、1 パーセント以上 10 パーセント以下の範囲に収めるものと

する。 

(2) 取付管の管径は、150ミリメートルを標準とする。ただし、排水設備の管径が

150 ミリメートル以上の場合にあっては、当該排水設備の管径以上の取付管を設

置するものとし、排除する汚水の量が多量であり、150 ミリメートルの管径で能

力不足となる場合にあっては、市長と協議の上、管径を決定するものとする。 

(3) 取付管の土被りは、受益地側で 1.0メートルを標準とする。ただし、やむを得

ない事情がある場合は、この限りでない。 

（取付管の設置に係る施工上の基準） 

第 5条 取付管の設置に係る施工上の基準は、次に掲げるものとする。 

(1) 公道又は私道（側溝、水路を含む。）の境界から受益地に原則として 50 セン

チメートル入り込んだところまでの施工とする。 

(2) 取付管は、受益地側で排水設備が接続するまでキャップ止めとする。 

(3) 取付管の設置位置の表示は、設置時に杭又はピンにて正確に表示する。 

(4)  完成図面には上流側マンホールの中心からの距離及び受益地への進入位置を

表示する。 

（市が行う取付管の設置） 

第 6 条 市は、法第 4 条第 1 項の事業計画に定めた区域内の受益地について、下水道

管設置工事と同時施工の場合に限り、取付管の設置を行うものとする。 

（取付管設置の申請） 

第 7 条 前条の規定により取付管の設置を受けようとする受益者は、市長が指定する

期日までに下水道取付管設置申請書（様式第 1 号）を市長に提出するものとする。 

2 農地等（湖西市下水道受益者負担に関する条例施行規則（平成 12 年湖西市規則第

53号）別表第 2に規定する田及び畑、山林、池沼その他これに準ずる土地をいう。）

に取付管の設置を受けようとする受益者は、前項の下水道取付管設置申請書に土地

利用変更意向書（様式第 2号）を添えるものとする。 

（市以外が行う取付管の設置） 

第 8 条 第 6 条の規定にかかわらず、受益者が当該受益者の受益地に取付管を設置し

ようとするときは、法第 16条の規定により市長の承認を受けなければならない。 

（費用負担） 

第 9 条 市が取付管の設置をする場合における当該設置に要する費用は、市が負担す

るものとする。ただし、既設の取付管の位置を変更する場合においては、受益者の

負担とする。 

（取付管の維持管理） 



第 10条 市が所有する取付管の維持管理は、市が行うものとし、当該取付管を設置し

た土地に係る地代は無償であるものとする。ただし、故意又は過失により破損を生

じ使用不可能となった場合には、当該破損生じさせた者の責任においてこれを補修

しなければならない。 

（補則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

1 この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

2 この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に公共下水道の供用を開始し

た一の受益地であって、取付管が設置されていない場合にあっては、施行日から 5

年間は、改正後の第 6条の規定にかかわらず、市が取付管の設置を行うことができ

る。 


